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年金額改定通知書の見方
●基本となる年金額
改定後の年金額を表示してい
ます。

●支給停止額
支給停止される額がある場合
は、その額を表示しています。

●支給年金額
停止額がある場合に、実際に支
給される額を表示しています。
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年金支払通知書の見方
●一期額
 改定後の年金額（支給停止額がある場合は支給年金
額）の２カ月分の額（円未満の
端数切り捨て）を表示しています。

●社会保険料など
介護保険料や税金など、年金から
徴収される額を表示しています。

●差引支給額
実際に支給される額を表示しています。
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　今回送付した年金支払通知書は、６月定期支給期の内容です。８月、１０月定期支給期については、
今回の支給額等から変更がある方のみ、改めて年金支払通知書を送付します。支給額等に変更がな
い方は、１２月定期支給期に次回の年金支払通知書を送付します。

年金額改定通知書・年金支払通知書の見方

平成２９年度の年金額は
０．１％引き下げられます

　年金額は、毎年の物価や賃金の変動に応じて、翌年度の年金額を改定
（増額や減額）することとなっています。
　平成２８年平均の全国消費者物価指数は、前年と比べて０．１％下落しました。
　このため、平成２９年度の年金額は原則として０．１％の減額となり、６月定期支給期分（平成２９年
４・５月分）から年金の支給額が変わります。
　改定後の年金額については、同封の「年金額改定通知書」をご確認ください。
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在職中の支給停止の基準額が
変更されました

　老齢・退職給付の年金受給者の方が、民間会社等に勤務して厚生年金保険に加入しているとき、国
会議員・地方議会議員であるとき、または常勤の公務員となったときは、賃金の月額と年金の月額の合
計額が基準額を超えると、年金の全部または一部が支給停止されます。
　平成２９年度の支給停止額の計算の基準額は、次のとおり変更されました。

65歳未満 65歳以上

平成28年度 賃金の月額＋年金の月額＞28万円 賃金の月額＋年金の月額＞47万円

平成29年度 賃金の月額＋年金の月額＞28万円 賃金の月額＋年金の月額＞46万円

年金の全部または一部を支給停止

　この変更に伴い、平成２９年度から支給停止額が増えることがあります。また、
これまで年金の支給停止がなかった方についても、新たに支給停止となることが
あります。
　詳細は４ページの「在職中の支給停止について」をご覧ください。

　在職中であったために年金の全部または一部が支給停止となっている方は、退職後に支
給停止の解除等（退職に伴う改定手続き）を行います。その完了時期は８月上旬を予定して
います。そのため、６月の定期支給期（４・５月分）については、年金の支給停止が解除されて
いない状態となります（「年金額改定通知書」の事由欄には「在職停止」という文言が印字
されています。）。

　４・５月分の年金の支給停止の解除については、順次手続きを進めて
おり、８月上旬（遅くとも8月の定期支給日）までにはお支払いできる予定
です（退職後にお勤めされて厚生年金保険の被保険者となった方について
は、引き続き年金が支給停止されることがあります。）。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。

平成２８年度末に退職された方へ
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